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（開 会  午前  ９時 ３０分） 

●佐竹議長 

 おはようございます。 

全議員出席であります。これより会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりでございます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条の

規定により、４番・藤原議員、５番・岩根議員を指名いたします。 

日程第２、議案の質疑を議題といたします。これより議案第２号から諮問第２号までの

質疑に入ります。 

始めに議案第２号に対する質疑から始めます。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

 質疑が無いようですので、議案第２号の質疑を終わります。 

続きまして議案第３号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第３号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第４号の質疑を終わります。 

続きまして議案第５号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第５号の質疑を終わります。 

続きまして議案第６号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第６号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 
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 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第７号の質疑を終わります。 

続きまして議案第８号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 ８番。 

●安田議員 

 給与に関する条例の一部改正ですけども、タブレットをいじっておりまして、なかなか

説明を正念入れて聞いておりませんでしたのであれですけども、去る今月３日の新聞にで

すね、給与削減拒否に制裁という新聞記事が出ておりましたけども、あのしゃんと聞いて

なかったんであれですけども、うちの場合は７．８％の国家公務員に準ずるカットといい

ますか、それは昨年ですね、これはやっていたんじゃないかというように聞いたんですけ

ども、それによってやっていれば、そういう制裁措置は無かったと思うんですけれども、

そのとこらのとこをちょっと、どうだったかというのをお聞かせ願えんでしょうか。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 美郷町としては国家公務員に準じた７．８％平均ですが、このカットをやっておりませ

ん。ただ昨年は自主的に平均５．４％ですか、職員のカットじゃありませんが、自主的に

宮城県へ寄付をしたというふうな形でやっております。ですので、その国の言うカットと

は違う方法でございます。以上でございます。 

●佐竹議長 

 ８番。 

●安田議員 

 ということは、今の地域頑張地域交付金とか、そうゆう公共事業費の最大４割を支援す

るとかいうような、あれが載ってましたけども新聞に。そういうあれは制裁といいますか、

あれは美郷町は受けてないんですか、受けたんですか。そこらをちょっとお聞きします。 

●佐竹議長 

 番外、財務課長。 

●三上財務課長 

 先ほどの給与カットの関係の補助金の率の減額ということで、この間新聞に出ておりま

した。県の方からも詳細な説明から資料も参っておりませんが、どうも新聞によりますと、

４割補助率のところを給与カットしてない団体については、大体１割カットという新聞情

報以外にはちょっとはっきりわかりませんけども、経済対策で今度の補正に計上をする予

定でございますが、まぁ大体１０００万位今のところあります。仮にこれを４割の補助率
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と言いますと４００万になります。それが１割下がると３００万になるんかなと思ってお

りますけども、先ほども言いましたように、詳細な説明も資料も来ておりませんので、こ

れはあくまでも憶測であります。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第８号の質疑を終わります。 

続きまして議案第９号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１０号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１０号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１１号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１１号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１２号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１２号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１３号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１３号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１４号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 
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●佐竹議長 

無いようですので、議案第１４号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１５号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 議案第１５号でありますけど、農業生産施設拠点施設のことであります。大和の育苗施

設、或いは邑智の育苗施設、これによりますと使用料金１００万と３４万、これを削除す

るということで、賃貸借期間の満了に基づくということでありますけど、これは建てられ

た、その後の建てられた施設の管理といいましょうか、その辺はどのようになるわけでし

ょうか。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 この契約期間が終了します今月の３月３１日。その後ですね今まで契約を結んでおりま

したＪＡ島根おおち、そこと管理契約を結びまして、その維持管理に努めていただくと、

そういうような方向になると思います。以上です。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 ということは無償で貸与するということでありますか。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 はい。そのとおりでございまして、まぁ但し維持管理についても、受けた契約の相手方

の方が維持管理の経費をしていくというふうな形になると思います。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 根本的にこの施設の土地、或いはハウス等は町の所有物ということでございますか。そ

れとも借地上に建てとるとか、そういうその辺の権利関係のことをお聞かせください。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 すべて町の土地だと思うんですけども、確認をしておりません。ちょっとこの場ではっ
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きりと申し上げることはできないと思うんですけども、後ほど調べましてですね、ご連絡

さしていただきたいと思います。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 まぁＪＡさん合併されます、大きな組織体になるわけでありまして、それに対する助成

措置というふうに理解するわけでありますけど、その辺のところ、まぁ可なり手厚い助成

ということになるわけでありますけど、そういった合併することをも踏まえての、まぁ措

置ということでございますか。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 この利用料金が終わるということに関してでしょうか。はい、一応この施設を建設しま

して、この維持管理について使用することをＪＡさんと契約を結んでおりまして、これは

まぁほとんどＪＡさんの使われる施設になります。でそういうことで町が建設をしました

ものについて町の負担も有ったわけでございます。そういうものについてですね、それに

見合うような使用貸借料を今まで課しておりましてですね、それがいよいよ２６年３月３

１日を以って終了して行くということになります。ですから町が投資したものについては

使用料で今までいただいていたというふうな格好になりまして、２７年度以降はそれに対

する町の負担分については、ゼロになっているというような格好になると思います。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１５号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１６号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１６号に対する質疑を終わります。 

続きまして議案第１７号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１７号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１８号に対する質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１８号の質疑を終わります。 

続きまして議案第１９号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 １２番。 

●西嶋議員 

 ちょっとお尋ねしてみたいんですが、これちょっとそういう理屈には通らんとは思うん

ですが、まず月額の家賃は３万円ですが、延べ床面積でいうと１７８．８がまぁ１番大き

くて、小さいのは９５、まぁこの上もあるんでしょうが、なんかちょっと割が合わんなち

ゅう気がするんですが。これは、あのどういう算定がされておるんか、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思いますが。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 月額３万円の家賃につきましては、このＵＩターン者定住支援住宅を設立する時に３万

円という家賃を設定しております。この面積の多い少ないということで、家賃を算定して

いるということにはなっておりませんが、まぁいわゆる若者定住住宅等も３万円という家

賃を設定をしております。そこの整合性を持って３万円という金額もされているところだ

と思います。それで３万円という料金を面積に応じて増減をするということには、今のと

ころ考えておりません。まぁ町営住宅はそれほど面積の下限はないと思いますけども、整

備したお金、或いは面積に関わらず３万円という金額を設定させていただいております。

まぁそれをこの条例の３万円という家賃と他の若者定住住宅等の家賃というものと比較す

る場合もあると思いますので、同料金にしているというところでございます。ご理解をよ

ろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

１２番。 

●西嶋議員 

まぁそうだと思うんですが、いかにゆうても面積が倍半分に近いもんで、入っとる人の

不公平感といったらおかしいですが、あそこはええよのう、あれで同じ家賃だけえのうち

ゅうようなことにはなりゃあせんかと思うて、まぁ心配しとるわけですが、それはまぁ無

いということですね。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課。 
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●烏田産業振興課長 

 そういう懸念も無い事は無いんですけども、まぁ町の方としても改修費用を掛けてやっ

ているものですからご理解をお願いしたいということで、入居者の方にはお願いをしてお

ります。今のところ、これに対して大きな要望等は出ておりませんけども、今後のまぁご

意見等によりまして、有りましたら、また検討する機会もあると思いますので、このまま

現在は続けさせていただきたいなというふうに思っております。以上です。 

●佐竹議長 

他に質疑はございませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第１９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２０号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 １２番。 

●西嶋議員 

 １つ程お願いします。これは私もずっと消防団へ入っとったんですが、こういうことが

あった言うことすら知らんかったわけですが、費用弁償の中で交通機関を利用した場合、

旅費を支給するということで２４００円が４０００円になっとるわけですが、これはどう

いう時に、想定とすればどういうことを想定されますか。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 ４０００円の場合でございますか。内容でございますか。これは火事、それから水害等

の出動をした場合に出される手当でございます。 

●佐竹議長 

１２番。 

●西嶋議員 

交通機関を利用した場合の旅費というのはどういうことか。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 これにつきましては、出動回数１回につき４０００円でございますが、それ以外に交通

機関を利用した場合は、旅費実費を支給するということでございます。この場合は、こう

いうことは今現在全くございません。交通機関を利用されたことはありません。 

●佐竹議長 
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 １２番。 

●西嶋議員 

 それを聞いとって、また下の方を見ればちょっとおかしいような気がするんですが、こ

れもようみてみれば交通機関を利用した場合は旅費を支給する。これはまぁ、これは訓練

ですね。訓練の時、交通機関ということは、それは有りうりますか。それは自分の車で行

っても３７００円。これは訓練手当のことですね、今まででいう。ですからその上の分は、

今までは無かったということですね。はい。そのように理解しておきます。終わります。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

無いようですので、議案第２０号の質疑を終わります。 

続きまして議案２１号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２１号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２２号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方はページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２２号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２３号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方はページ数を言ってからお願いします。 

●佐竹議長 

 １２番。 

●西嶋議員 

２２で意見、質問は無しと言ったようですが、それは撤回いたします。２１号の間違い

ですんで。よろしくお願いします。 

●佐竹議長 

 それでは、議案第２２号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方はページ数を言ってからお願いします。 

●佐竹議長 

 ２番。 

●福島議員 

 ページ１２。歳入でございます。款１、項２、固定資産税でございますが、２４年の調

定額は３億余り。前年度当初２億８５００万、今回はちょっと下がっておりますが、何か
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大きな理由でもありますでしょうか。それと、もう１点、ページ１５。款６、項１、地方

消費税交付金。もう一度ちょっと詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

●佐竹議長 

 番外、財務課長。 

●三上財務課長 

 １２ページの固定資産税の予算額でございますが、基本的に固定資産税は、土地、家屋

それから償却資産、この３つでございます。土地・家屋につきましては、評価換えが３年

毎に行われ、前回２４年にやっております。今度は２７年に行われますので、そう大きな

変動はございませんが、この予算が減ったという部分は償却資産でございます。２５年度

も中国電力を中心として償却資産３億６０００万余り減ってきております。まぁ税額にな

おしますと４、５００万位になるということで、変動の大きな要因は償却資産でございま

す。それから地方消費税、１５ページの地方消費税の関係でございますが、これはあの２

６年、ご承知のように４月から消費税が５％から８％へ引き上げられます。この３％部分

には国の消費税と地方消費税とがあります。この３％の中には地方消費税が０．７％にな

ります、ですから今まで５％の時にはこのうち、地方消費税が１％。それから８％なった

場合には地方消費税がこのうち１．７％ということで消費税が３％やられますと、この内

の地方消費税が０．７％上がるということでございます。で消費税につきましては最終的

には事業者が受け取りまして、それを精算をして申告をするということになりますので、

精算の時期がいろいろとズレがございます。すぐには反映されないということで、県の一

応仮試算をもとに、５００万円の増額を見込んだところでございます。以上です。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

４番。 

●藤原議員 

 定住ポイント事業のことが今日の新聞にも載っておりました。多分これ予算でいいます

と、３９ページの企画費のその他負担金の中の２２００万だと思いますけど、大変町民の

方々興味を持って見られたことかと思います。それで同じような商品券絡みのことで、商

工会さんの方も商品券を発行するということを聞いております。これに対して１０００万

の助成を付けるということで、まぁ２割ですから５０００万、６０００万の売り出しとい

うことになろうかと思います。同じようなその、同じような商品券が、片や町が発行する

商品券、片や商工会さんが発行する商品券が出ると。町の分については新聞報道によりま

すと半年換金まで、半年のリミットを設けておると。商工会さんの方は、まぁ全貌見えて

おりませんけど、どういう売り方をされるかはわかりませんけど、その辺のところをちゃ

んと整理をされとかんと、町民の方が混乱をされるんじゃないかと思います。その辺のと

ころの考え方を少しお聞かせいただきたいと思います。 
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●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 ご指摘のとおりでございまして、この定住ポイントにつきましては、一応事務的なもの

は役場でやって行こうと。言いますのはこれは実際受付といいましょうか。今回の新しく

定住推進課という課が新しく新設されます。がその前に当然転入というような形になって

くれば、住民課の方での手続が必要になってきます。でそこの案内によって定住推進課の

方へ来られると。それからそこでまず、いろんな部分を確認をする分の中で申請をされた

ところで、まずはポイントカードをお渡しするという部分が１点のところでございます。

またそのポイントカードを、また即商品券に替えるという形もとれるわけでございますが、

このポイントカードもでき得れば、その貯蓄型のような形でポイントを５年間の間に貯め

ていくというようなことも現在考えておるところでございます。ですからそのポイントの

カードを、まあ貯蓄型のようにして貯められた方については、年数のところは何年貯めら

れるかわかりませんけど、その事例によって年数は変わってくるという部分はあるわけで

ございますが、いずれにしましても、そのポイントの管理が必要であるという部分の中で、

これを今の考えですと定住推進課というところで、そういった部分のカードと商品券の管

理をしていかなくてはならないと言うところがありますので、まぁ今ご質問がありました

プレミアム券とは少し性質が違うという部分でございまして、まぁプレミアム券の方は産

業振興課の方でやっておられて、これは以前にもあったろうと思いました。これは商工会

の方で印刷から販売から、それから回収も商工会へというような形で実施をされていくと

いうのがプレミアム券の部分になろうかと思います。ですから定住ポイントの場合は最終

的に、町内のお店で利用はするんですが、最終的なものは今そのお店屋さんからの請求を

もって金額をお支払いをするというような形で、少し切り離したような形で実施をすれば

というふうに思っておるというところでございます。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 はい。大体お聞かせいただいたんですけど、まぁ今日の新聞によりますと、有効期限は

交換してから半年以内で、定住期間が５年に満たなかった場合はうんぬんというようなこ

とが書いてあります。まぁ交換期間を半年というふうにうたってあるわけでありまして、

今言われました定住ポイントを貯めていくことができるということでありますけど、これ

片や貯めることができる、片や半年でだめですよと。この辺をちょっと詳しくお聞かせく

ださい。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 
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 この定住ポイント、まぁ貯蓄型、まぁ称して今言っておるところですが、あくまで仮称

ではございますが、その定住ポイントにつきましては、例えば転入されます。そうした時

に、まぁ４０才以下の方というのがございますので、その方が転入された場合には、まぁ

５ポイントが出来ますよと。５ポイントのポイントカードが有りますよとゆう分の中で、

それを今度は商品券に、例えば替える場合、地域商品券に替える場合にはそのポイントカ

ードと商品券との交換によって商品券を渡していくという形のものでございまして、この

半年というのは実際プレミアム券もそうでございますが、これりゃ、手続上の問題で半年

以内という部分がございまして、それ以上に係りますと実際、保証料とかですね、こりゃ

残りの枚数の金券に、金券といいますか、商品券に対して保証料とか、そういった諸々が

出てくると言うようなことから、半年以内。こりゃプレミアム券と同じような使い方をし

ていこうと言うところでございます。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 まぁ各ポイントによってですね、昨日ＦＡＸいただいたんですけど、５ポイントとか１

０ポイント、３０ポイント。誕生で３０ポイントとか、いろいろあります。転入して来て、

そこの美郷町内で就職をして、その年に結婚して子供ができたなんちゅうことになります

と大変なポイントが貯まりまして、金の使い道が困るというぐらいのことになります。で

まぁ大変結構なことなんですけど、そのポイントをですね、本人でなくて、例えば家族の

者が使うとかそういうことは可能なんでしょうか。それとですね、町内業者の方と言われ

ました。まぁ例えばこの大きな買い物に大変適していると思いますけど、例えばで言いま

すとですね、例えばパソコンの WindowsXP が期限切れになるから買い替えないといけん

と、ついてちゃ１０万位掛かるというようなことを思い立ったとしますね。町内業者、ま

ぁ某別府の方に業者さんおられますけど、大田にも店があると、まぁこういった本店支店

の関係がございますけれども、例えばその某、別府の某業者さんで買った場合ですね、対

象になるとかならんとか、その辺のやっぱりいろんなあれがあると思いますけど、その辺

のところをしっかり知らしめておいてもらわんとですね、最初言いましたように可なりの

混乱を招くんじゃないかと思いますんでよろしくお願いいたしたいと思います。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 ご指摘のとおりでございまして、まぁ就職或いは結婚等々いろんな事例が、事例があろ

うかと思います。今企画課の方でいろんな事例を踏まえる中で、現在もそのいろんな事例

を事案を想定しながら・・・（場内の放送マイクが混線したため中断）・・・ 

●佐竹議長 

 それでは、ここで１０時１５分まで休憩をいたします。 
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（休 憩  午前 １０時  ５分） 

（再 開  午前 １０時 １５分） 

●佐竹議長 

 会議を再開いたします。 

●佐竹議長 

番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 はい。先ほどの藤原議員のお答えでございますが、現在もいろいろな事案を想定しなが

ら詳細につきましては、また現在も検討中でございますので、また内容が固まり次第また

ご報告さしていただければというふうに思っております。 

●佐竹議長 

 先ほどの４番議員の質疑に対する回答を先にさせていただきます。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 先ほど答弁できませんでした土地についてでございますけども、所有者はＪＡ島根おお

ちで所有しておりますので、使用に関しての問題は出てこないところでございます。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 ４１ページでございますが、新エネルギー推進費の事業の内容の内訳といたしまして、

施設関係委託、家屋購入費、その他補助金の内訳をお願いします。また次に４２ページで

ございますが、みさと力創造事業費５７８０万の内で、その他委託の１９００万と次ペー

ジの４３ページ、その他補助金２１４４万円についてお願いします。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 まず４１ページのところの新エネルギーの２００万の施設関係委託という部分でござい

ます。この施設関係委託の２００万といいますのは、これは１２月の時にも議会の方でご

質問をいただいた部分もあろうかと思います。これはあくまで、その時は太陽エネルギー

という部門での質問であったろうかと思います。今回こうした、まぁ民間業者と申します

か、大きな業者がいろいろと美郷町内でのエネルギーについて模索をしておるというのは

事実でございまして、やはり以前町としても、以前田水川のところで水力発電の検討もし

たこともございます。ただそれはあくまで概要という分でございました。ですから、そう

した水力発電の部分での少し可能性について、現在のどういいましょう、商品といいまし

ょうか、発電を起こす資材も変わりつつございます。そうした分の中で、パイプの中で発
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電をしていこうと言うような新しい技術もあるようでございますので、そうしたものを取

り入れていけば、例えば田水川の部分での水力発電と言うものも可能になってくるではな

いかなと言うような気がいたしております。ですから、そうした部分の可能性、或いは太

陽光の部分につきましても業者が、民間の業者が入ってきておるのはおります。ですがま

だ実際実施には至ってないと言うところもあるわけでございますが、まだまだこの可能性

については、まだあるんではなかろうかと言うところがございまして、そうした部分での

可能性について調査をさせていただければという２００万でございます。それからその下

の家屋購入費でございますか。はい。この家屋購入費でございますが、項目は家屋購入費

ということで挙げておりますが、これは実際現在都賀行のところに有りますペレット工場

の関係でございます。以前の移川氏が持っておられた部分でございます。これが移川氏が

ペレットを倒産して、またそれを買い戻しをされたという部分がございました。１２月の

時の答弁の中で、何とか再開したいという分のところで、一応このペレットの分の買い取

りと言いましょうか、そういう部分をここに計上さしていただいておるという部分でござ

います。それから４２ページのみさとカレッジの創造力の分で、その他委託の１９００万

でございますが、１９００万の内訳はカレッジの確立事業の委託ということで、こりゃコ

ンテストの実施をしたり、それからカリキュラムを組んだりするがための、現在１名職員

がこっちへ、シーズの職員が来ております。その委託料が９００万。それから研修生の受

け入れ側の委託ということで１２０万。それからミツバチ。それから薬草等の起業者への

フォローアップということで、そのものを実践的なものを、もう組んでいうことで、アド

バイザ委託ということで３００万。それから産業ビジョンの作成をこのカレッジによって、

産業ビジョンの作成をしていこうという部分で３３０万。それからもう一つは、このカレ

ッジが２７年度で完了するという部分がございますので、それに併せてまして実は２６年

度、今年度からこのカレッジの、まぁ法人化といいましょうか。そういうものを今模索を

する分の中で、この法人設立に向けた計画の策定ということで２５０万を計上さしていた

だいておる部分でございます。以上が１９００万の内訳でございます。それから４３ペー

ジのその他補助金でございますが、これはカレッジの中に専科、研修科、それから研修生

の生活支援というものがございますので、専科の方で１０００万、研修科で１０００万。

それから研修生の生活支援ということで１２万円の１２カ月分を計上いたしておるところ

でございます。以上です。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 最初の方の４１ページの方なんですけれど、まぁ我々も産業建設常任委員会の時代に富

山県の方へ水力発電の視察に皆さんと一緒に行かせていただいたと思いますけど、その時

に少量の水量でも発電ができるという。まぁ富山県のある会社を視察さしていただいたわ

けですが、こういうものを加味して、そういうものがまだこの田水の川で生かせられるか、
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生かせられないかというところが、もし研究できるんでしたら、努力されて取り組んでい

ただきたいと思うところでございます。その下ですが、その家屋購入費。そのジャパンウ

ッドの、またこの家屋を購入されて、これがまたその再度良い方向に向く事はできるんで

しょうか。そりゃまたそれとして、その下のその他の補助金で１８４万７千円をお伺いし

たんですが、再度説明をお願いしますということと。みさとカレッジの方でございますが、

先ほど申されたように、２７年度で完了ということでございますが、その後は法人化をし

て取り組んで参るというところを報告いただいたんですが、この法人に対しての、今まで

の努力されてきたことに対して、法人化が可能か。その辺のところをちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 最初のその他の補助金のところを回答しておりませんでした。この１８４万７千円のそ

の他の補助金でございますが、これは現在の町の方で独自でやっております家庭といいま

しょうか、一般的に５キロワットまでの部分、太陽光とか、それから太陽熱利用の部分。

それから高効率給湯器といったそういった部分、これまでにやってきておる部分での１８

４万７０００円という内容でございます。それから今のカレッジの方の法人化でございま

すが、今まだ考えが固まったという部分ではございませんが、やはり現在のこのカレッジ

をやる中で、たくさんのまぁ企業の方といいますか、そういった方が入ってきておられま

す。そうした、まぁ講師の先生の中で、そうした著名な先生もおられるわけでございまし

て、そうした先生の力を借りながら、まぁ今最初に思っておりますのは、最初は協議会位

からかなという部分、それからそのものが少し進めば、まぁ社団法人といいましょうか、

社団法人の場合、まぁ出資金等々は、まぁ無くてもよろしいという内容もございますので、

そうした社団法人的なものを立ち上げながら、美郷の活性化が出来るような内容の法人と

いいましょうか、町づくり協議会のような形になるかもしれませんけど、そういったよう

な形の法人ができないかと言うのが現在の構想でございます。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 はい。再度でございますが、この法人化等々、まぁカレッジ今まで可なり、いろいろな

ものを各年、年毎にいろいろな方面に事業を広げてこられたわけでございますが、まぁも

う残り少ない年となった今年度を迎えまして、いろいろまた違った方面から手を広げても、

お金を可なりの高額な金額でございますので、先の見える方向性を付けて、これも、あれ

も、言う取り組みでなくて、ちゃんと先の見える方向で取り組んでもらわないと、お金が

あるから幾らでもその事業をやってこうと言う大変な金額でございますので、その辺、そ

ういうところを、ちょっと今後よう考えてもろうて取り組んで、後１年しかございません。
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頑張ってもらいたいと思います。終わります。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 

 ３９ページのコミュニティーセンター建設の７億９３００万ですか、これのことでちょ

っとお伺いしますけど。町長の報告によりますと、２月６日にそのＡ級で入札して１社し

かおらなかったということなんですけど、その再度、また２月２５日に、これＡまたはＢ

級として、共同で２月２５日に再度入札の公告を行いましたと、この辺の内容をもうちょ

っと。美郷町にはＡというのはＡ級だろうと思うんですけど、ＢはＢ級だろうと思うんで

すけど。Ａ級は何社ぐらいあって、Ｂが何社ぐらいおって、この建設に関われる業者がど

のぐらいおるか。なぜその入札が中止になったかと言う、ちょっと経緯を教えてほしいん

ですけど。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 当初は予定しておりましたのは県央県土事務所管内プラス、これは大田市だったか、ち

ょっと資料を。県央県土管内と大田市のＡ社ということで最初は指名を、一般競争入札と

して公告をいたしました。で結果的には町内のＡ社１社しか応募がありませんでした。で

美郷町内でいいますと、Ａ社は１社だけでございます。でＡ社はＡ級でございます。Ａ級

１社で、Ｂ級はちょっと、数はちょっと忘れましたが、７社か８社ぐらいあったとおもい

ます。でその県央県土を広げますと、Ａ級も可なりあります。まぁ大田市それから郡内も

これも全部で８社か９社が有ったと思います。でそのうちの、最初の場合は１社しか応募

が無かったということで、１社では入札になりませんので、再度入札の一般入札の公告を

いたしました。でこれでは条件としましては、ＪＶということを条件で公告をいたしてお

ります。でそうしますと、ＪＶとなりますと２社以上と、２社若しくは３社という条件を

出しておりまして、で最初の１社を第１グループ、第２グループとしまして、第１グルー

プはＡ社でなくてはいけません。これが県内に営業所を置くか、あ、Ａ級です。Ａ級は県

内に営業所、それから県央県土管内に営業、主たる営業所を置かねばならないというよう

な条件をしております。でＢ級につきましては、県央県土管内若しくは、まぁもちろん、

あの美郷町内も入るわけでございます。でそういう、まぁ入札に応募しやすいような条件

を今度はといいますか、条件で公告をいたしまして、昨日３時に締め切りまして３社のＪ

Ｖの応募がありました。ということで、これからその３社について審査をいたしまして、

３月１８日に入札とするような方向で、今進めております。以上でございます。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 
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 そうすると、今話を聞きますと、その美郷町にはそのＡ級社が一つしか無かったという

ことでございまして、それとこのコミュニティーというのは、他所から見て魅力が無い金

額なのか、ちょっとわからんですけど、なぜそのあえて１社しか無いのに、最初からＡ級

で応募をして、そういう結果になったんですか。Ｂ級も最初から入れて、ＡとＢという混

合でやるようなので最初から応募すればよかったんじゃないかなと思うんですけど、その

辺はどうなんですか。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 いろいろな考えがあるわけでございますが当初は、まぁＡ級、町内にも該当業者がおら

れますので、それもありますし、どういいますか、最初からそのＪＶでは無しに、まぁ単

独ということで考えておりました。でただこの時条件も有りまして、過去５年間に５００

平米以上の工事を行ったものでなければ資格が無いというようなこともありまして。そう

しますと、まぁ当然Ｂ級は外れるというようなことがございます。まぁＡ級といいますの

が、それなりのその工事を請け負う資格といいますか、能力といいますか、そう言うその

要件もありますので、当初はＡ級と言うことにして公告をしたと言うことでございます。

以上でございます。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 

 そうすると、入札が３月に行われるということで、その完成はずれることなく完成する

っていうことですか。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 はい。工事完成は来年の３月末をもって完成ということを条件といたします。以上でご

ざいます。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

１番。 

●原議員 

 簱根議員さんの質問に関連してでございます。新エネルギー推進費の中でですね、簱根

議員さんも質問されておりましたが、施設関係委託料、委託費。これあの新エネ検討業務

の委託料だというふうに昨日ですね、お聞きしたと思いますが、美郷町には新エネルギー

ビジョンと言うのが有りましてですね。この時にそういった新エネ関係の検討いうものが
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なされたのか、なされてなかったのか、またあえて何でこれをやらにゃいけんのんかとい

うことをですね。それとさっき水力発電ということがありましたが、かつてあの先ほどの

質問の中にもありましたが、美郷町は小水力発電ということでコンサルにもお願いしてで

すね、立派な冊子も、可なりの金額を掛けてですね、作っておられるというふうに認識し

ておりますが、そういったところの関連をですね、どのようにお考えなのかということを

お伺いします。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 今の施設関係の委託という分の中で、確かに何年か前にこのエネルギービジョンという

ものができておりました。それからその時に１０カ所程度の水力発電についても調査がな

されておるという部分でございました。これはあくまでペーパー上での概要ということで、

その数値によって、まぁ試算をされておるという状況でございましたので、ここら当たり

のところもう少し、実は詳細的な部分の中で現在、この資材につきましても、可なりその

当時の部分は鉄管を入れてずっと下まで引っ張ってくると、結局そこのところで可なりコ

ストが掛かるという部分もございましたので、そこら当たりのところ、再度もう少し発電

所自体の位置を、もう少し上に上げることは可能ではなかろうかという部分。それからそ

の鉄管の中での機材によって少し発電を促すというような、現在パイプも出来ておるとい

うのがございます。そうした分の中で、この水力発電というものが何とか動かすことがで

きるのではないかなと言うところでございます。そうした分の中で、この可能性の部分に

ついて調査を進めるべきではないかなと言うふうに思っておる部分もございます。それと

先ほど、簱根議員の中でご意見がございましたように、当然農地関係の部分の中で、小さ

い用水路、或いは用排水もあろうかと思います。そうした分の中での、やはり検討もこの

中に一緒にさせていただければと言うふうな気持ちをもっております。 

●佐竹議長 

 １番。 

●原議員 

 例えば、課長が答えられるのは１０カ所ぐらいの調査をもう既にされて、候補地がある

わけでございますよね。水力発電については。でその候補地について先ほど言われてまし

たように、当時の工法と今新しい工法とによってですね、経費的なものでコストが全然違

ってくると。でまぁそういったものを、もう一回再調査するために、ここに委託費を上げ

てですね。もう一回調査されると言うことだというふうに思ったんですが、と言うことに

なればですね、ある程度の調査というものは、この１０ヵ所については出来ているわけで

すよ。でそういったことを踏まえて、この２００万という委託料の根拠があるのかどうか

と言うことをお願いします。 

●佐竹議長 
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 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 以前１０か所程度の調査をした時に、これは何とかなるであろうと。こりゃもう少し工

夫をすれば何とかなるだろうと言うのが１カ所ございます。それが先ほど申しました田水

の所が一番有利地であるのかなと言うことで、そこのところを調査をさせていただければ

ということです。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 ７１ページでございますが、集落営農育成事業費の１９２２万９０００円が計上されて

おります。この取り組んでおられる地域名をお聞かせ願いたいと思います。続きまして９

６ページ。９６ページのですね、備品購入費として８０６万８０００円。説明欄でカヌー

の里の何か機械器具を購入とお伺いしたんですけれど、どういうものでしょうか。 

●三上財務課長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 ７１ページの集落営農育成事業の事業費でございます。この事業は今候補地としては別

府地域。これが何年も前から話をしておったんですけども、２５年度中に大体いけるんじ

ゃなかろうかなと言うことを伺っております。それを是非２６年度に集落営農組織を立ち

上げていただいて、実施していただきたいなと、そういうふうに思って予算を計上してお

ります。以上です。 

●佐竹議長 

 番外、教育課長。 

●三上教育課長 

 ９６ページの機械器具費８６０万８０００円についてでございます。主なものを申し上

げますと、これはカヌーの里の主にカヌーの更新費用と言うものでございまして、カヌー

９５艇、これが４８８万８３５０円。あとパドル、救命胴囲、ヘルメット等も有りますが

主なものですとボード１７８万３９４４円。後大きなもので、もう１つ高圧洗浄機が３７

万２１６８円と言うようなことで、後細々したものを入れますと、この８６０万８０００

円と言うようなことが内訳になります。以上です。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 集落営農候補地として別府をお願いしたと。別府から現在要望が出ておるというか、確

立はまだなってないということで、何か今ご説明によりますと、２５年度はだめだから２

６年度にやってもらえればというような、取り組んでいただければというようなお話だっ
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たと、まぁこれは是非とも、こういう農業に意欲を持たれる地域がありましたらね、是非

ともやっていただきたいと思います。後９６ページですが、カヌーなり、ボートなりの更

新と言うことで、可なり老朽化したところで更新されるのではないかと思いますが、まぁ

９５艇と、まぁそういう余計な、いろんな種類があるんでございましょうけど、まぁ更新

せにゃ危ないとかいう方向で取り組まれるのではないかと、思うところでございますが、

まぁ私思うのに以前監査をさせていただいた頃の事でございますけど、宿泊施設のいろい

ろな物が傷んでおって、中のプロパンガスの台が、これも輸入品というか、国産でないも

んで１回修理すると大変掛かるとかいうことを、もう１０年前から可なり伺っておったわ

けですが、そういう施設に、宿泊施設等々の今後見通しというか、これから先やっていけ

るのかというところの、もしちょっと思いがございましたらお伺いしたいと思います。 

●佐竹議長 

 番外、副町長。 

●樋ケ副町長 

 宿泊施設につきましては、キャンピングカーが今６台有るわけでありますけども、これ

ご指摘のように大変傷んでおりまして、それに屋根をかけるような形で現在使用しており

ますけども、もうほぼ限界がきているのは事実でございます。現在公社の方でいろいろ検

討をしておりますけれども、次に考えておりますのは、丸太を使ったような間伐材のバン

ガローみたいなものを考えておりまして、冬期間につきましてはカヌー公社のカヌー担当

の職員につきましては、仕事がまぁ比較的少ないということでありますんで、キットとい

う形で購入をして、それを職員で組み立てをしていくような計画を現在検討中でございま

す。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 ログハウス的なものを私も以前ずいぶん昔ですが、カナダの方からですね、貨車ですね、

貨車に、もうキットで中に入ってですね、それを１台貨車を購入したら、もうその１軒の

ログハウスが出来るというような。向こうの方ではそういうのが流行っておりまして、ま

ぁ小さい家ですが、そういうのをできる人、まぁそりゃ素人でも何ぼでも組んでいけるん

ですよ。私も兵庫県の方に素人で建設ちゅうか、造りに行ったんですが、そういうのも考

えて見ていただければ。これは可なり金額も高くなるかもしれませんけど、間伐材とか等々

でちょっとした器用な方がおられれば出来るのではないかと思いますので、努力をされて、

ようにやれんようになるまでに、１棟づつでも建設をされていけば良いなと思っておると

ころでございます。よろしくお願いします。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 
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 教育費関係ですけど、新しい事業として町長の施政方針の中にもありました、中学生の

家庭学習を習慣化するための公営の学習塾、美郷学習支援館を開設ということがありまし

た。多分それに対する予算が９０ページの、その他委託のことだと思うんですけど、具体

的なそのイメージといいましょうか、その辺のところと。既に役場の方の有志のボランテ

ィアだったと思いますけど、そういった学習塾的なことをされとると思うんですけど。そ

れとの整合性といいましょうか。その辺のところをお聞かせください。 

●佐竹議長 

 番外、教育長。 

●田邊教育長 

 学習支援館ですが、今朝の中国新聞にも出ておりましたとおり、家で勉強するのを３０

分勉強するのが半分おりません。こりゃあの全国学力調査もう６年やっておりますが、こ

れずっとそういう調査が出ています。それでかねてから、民間の塾の方に来ていただけん

だろうか、お願いをしとったんですが、なかなかまぁ商売にならんということで。飯南町

が現在飯南高校と赤来中学校と頓原中学校で、山口の山口進学塾の株式会社山進というと

ころへ委託をされまして、週に３日やっておられます。これでまぁ可なり成果が出ておる

ということでして、どうもそのうちの英語と数学の３０代前半の講師さんですが２名、今

年の４月から飯南町に定住されるようでございます。それで週３日ではなかなかというこ

とで、お話が昨年の１１月に私のとこにきまして、週２日美郷の方でいかがだろうかと。

うちもちょうど子供達の学力のためにもですね、家で勉強する時間を習慣化するためにも

ほしいなと思いまして、お願いして今見積りを取ってちょうど５００万ぐらいの委託料で、

あと諸経費、色々コピーのリース料ですとか、そういったことで今、週に２日、一応夕方

から部活動の時間、まだ詳細は今から詰めるわけですが、一応４時半か５時ごろから８時

までに終わるという形でやって行きたいと言うふうに思っております。あくまでも予備校

の講師さん、専門の講師さんということで、ただ今藤原議員ご質問ありましたように、美

郷屋というのを今２年目でやってますが、これは地域づくりの方から最初の１年目補助金

がわずか出まして、ボランティアでやっておられます。今実際には教員免許のある方はほ

とんど指導者になっておりません。地域のことを学んだり、まぁその辺の市販のプリント

ですか、をやっとられる。人数も今年になって昨年の半数以下に落ちておるということで、

民間のまぁ役場の職員さんを中心にした、ボランティアの団体で今運営されていおります。

これでは、なかなか学力が上がってこんという保護者のあれもありまして、まぁ専門的な

塾をお願いしたいというような要望もありまして、これを計画したところです。一応４月

に保護者の説明会をして、５月の下旬ぐらいになりますか、５月中には開設に持ってきた

いなと言うふうに考えております。以上です。 

●佐竹議長 

 ６番。 

●山本議員 
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 １点お願いをいたします。７１ページの下段にあります特産品開発事業についてでござ

います。確か説明では都会の方へ行って、山くじらのブランド化を目指して宣伝をすると

いうことをお聞きしました。それも非常に大事だろうと思いますが、それ以前にですね、

生産施設の方が、生産施設の方が本当のあれで大丈夫だろうかという私は気がしておりま

してですね。どうも見ますに今年全く山くじらへ対してですね。あの施設整備等に対して

は全く予算化をされていないように思います。今年は非常にイノシシも捕れたようでござ

いまして、持って行くんですが、もうすでに冷蔵庫が一杯になっとるような状況でしてね、

全く受け取ってもらえんような状況が続きました。非常においしい肉は捕れとるにもかか

わらず、それをストック出来ないと言う状況があります。実際私も駆除班に入っておりま

して、山くじらの組合員ということで総会に出席させていただきましたが、あの冷蔵庫の

不満があります。古い冷蔵庫ということもありますし、なんか小さい冷凍庫の、冷凍庫が

何台も有ったりするような格好でですね、実際年間６０万か７０万ぐらいが電気代という

ような状況でして、あそこの経営もそう楽ではないというふうに思います。で確かにブラ

ンド化も必要ですが、むしろ生産施設の方に、もう少し力を入れないと、いざその良いも

ので、そりゃ取りたいと言ってもですね。ストックが全く無いような状況が出るんではな

いかと思います。大変細々と苦労をされておりますし、実際あそこの解体作業をされる方

は高齢化が非常に進んでおりましてですね、その当たりも全く目途が無いままにですね、

東京に進出して、売れ、売れといってもですね、足下が付いていってないような状況があ

ると思うんですが、その辺りの考え方は如何でしょうか。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 ご質問の施設の問題ですけども、施設の問題は事実予算化をしておりませんで、いろい

ろな懸案が出てると言うことにつきましては、もう一度調査をしてですね、この特産品事

業、これは東京の方のシェフを招いたりとかそう言うことも企画しております。そう言う

ところの面でも、いろいろご指摘が有るんではなかろうかなと。そういうことがございま

したら、即、早急に検討に入らしていただきたいと思います。それとおっしゃりますよう

に、後継者の問題があります。これについては今一応ですね、後継者を育成する、或いは

組織の法人化をするとか、いろいろ手を考えておりましてですね、後継者育成が第一番じ

ゃないかなと言うふうに思っておりますので、現在その後継者になりうる人等の発掘をし

ている状況でございますので、もう少し、もうしばらくお待ちいただければと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 番外、６番。 

●山本議員 

 施設がですね、あの行って見られると分かると思うんですが、元々が山くじらを、山く
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じらと言いますか。ああいうものを解体する施設は無いないわけでして、それをニワトリ

じゃない、ホロホロ鳥じゃない、鴨ですか。鴨の施設でございまして、実際８０キロ、９

０キロ級のイノシシが入った時には大変な状況でして、チェーンブロコウで吊り下げて、

努力をされておりますが、非常に不効率なやり方だと思います。でブランド化をするなら

ば、やはりあそこはしっかりした工場にすべきだと思います。やっぱり法人化も大事でし

ょうし、本当大事だと思いますんで、その事も含めてですね、根本的にやっぱりあそこへ

金も投入することを、やっぱり考えるべきだというふうに思っておりますんで、また検討

をお願いしたいと思います。以上です。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 議員さんのおっしゃるとおりでございます。山くじらというものが美郷町の一つのブラ

ンドでございますので、生産から販売のスキームをしっかり立てて行くと。そういうこと

を目指して行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 ５番。 

●岩根議員 

 ６８ページのですね、地域づくり事業に、これは確か新規事業だと聞いておりますけれ

ども９４０万。この内容を教えてください。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 この地域人づくり事業でございますが、これは緊急雇用対策事業が今までもあったわけ

ですけども、その中に一つ新しい項目として、平成２６年度から実施される事業でござい

ます。この地域人づくり事業の一つは新たな雇用を行いまして、その雇用者をその組織が、

まぁＯＪＴといいますか、仕事の中で技術を覚えて行く。それからＯＦＪＴといいまして、

まぁ組織以外のところでも研修していただいて、目的とする技術を習得していただいて、

それがその雇用が継続していくことに貢献すると、そういう事業でございます。それから、

その中にもう一つありますのは、処遇改善事業というのがありまして、処遇改善事業とい

うのは既存のその法人の職員の方が、まぁ簡単に言えば給料が上がって行くというふうに

なれば良いわけですから、その給料を上げて行くための、その組織の売上を伸ばして行く。

そういうふうな活動に対して補助金が交付されるということです。その実績としましては、

その勤めておられる方が給料が上がると。所得が上がると。そういうふうにならなくては

ならないと、そういう事業でございます。以上です。 

●佐竹議長 

 ５番。 
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●岩根議員 

 そうしますと、これは一つは既存の企業という形のとらえ方。もう一つは新規の２６年

度からの新規雇用者に対する技術ということになると。これは他町村から入れるという意

味なのか、町村内をやるのか。そこら辺どうなんです。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 これは、あの一つ言葉が足りませんでしたけども、新たに雇用するというのは失業者の

方を雇用するということです。その方が研修を受けて行くと。そういうふうなスタイルに

なります。 

●佐竹議長 

 ８番。 

●安田議員 

 ７１ページ。先ほどの山本議員が質問された関連で、ちょっとお願いしたいんですけど

も、確かに山本議員も質問されましたけども、施設自体がフランス鴨で始まった施設でし

て、まぁ大変苦労をされてると言うことは、先般私も実際に行って見てですね、中を見さ

していただいて、まぁ今山本議員質問された、あの冷凍した肉をストックする冷凍庫あた

りもですね、満杯状態です。というのが部位によって捌けない、売れない部位が有るわけ

でして、まぁ先般も組合の方でいろいろ協議されて、吾郷の文化祭の時にですね、可なり

安価な単価で処理されたと言うようなあれもあります。そうせんとストックする場所が無

いというような状況です。それと、もう一つはですね、急速冷凍庫があるんですよ、あそ

こには。これ鮮度を落とさんためには、急速冷凍庫というのは必需品です。これも実際に

使われてないというような状況がありますんで、やっぱり担当課としてですねえ、やっぱ

り、先ほど山本議員も言われましたけども、そういうブランド化して製品としてですね、

良い製品を作って行く上でですね、やはり施設のですね、チェックを十分してですね、早

急に対応してもらいたいなと。掛け声ばかりでなしに、やっぱり施設当たりをきちっと整

備しないと、そういうことに対応していけないんじゃないかなという気がしておりますん

で、そこらを十分頭においていただいてやっていただきたいかなと言うように思います。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 この施設の状況についていろいろお聞きしました。早速調査をしてですね、早急にと言

うか、どういうふうな改革をしていけば良いか、或いは手当をしていけば良いか検討に入

りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 １２番。 
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●西嶋議員 

 先ほど藤原議員が質問をされました。何でしたかいね、あの定住ポイント。ポイントの、

定住ポイントの要項が、実は昨日ＦＡＸで届きました。何故これが昨日本会議で出てこな

かったのか。それと何故そのこれだけの重大な事業が前もってその話がなされなかったの

か。これが今朝の新聞にはもう出ておりました。その辺を一つお聞きしたいことと。これ、

こうゆうですね、事業はこれ４月１日からという事業になっておりますが、実際はもう４

月１日いうのは事業所なり、その会社なりの異動の時期です。いうことはこれはもう１月

のうちとか、去年のうちに世の中に出て、そいじゃひとつ美郷に宿をしようかという気持

ちも出てこようと思います。これが今の時期に出ても、じゃ４月からという。例えばです

よ、例えば大田にその就職する人が、ほんだったら美郷へ宿をなんとかしようかというこ

とも可能だと思うんですが、今の時期に出てきても、これどうもしようがない。これ来年

の事しかしょうがないです。というような思いが私はしておりますが、さぁ課長いかがで

ございましょうか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 確かに、ご指摘のとおりでございまして、このポイントの関係につきましては、新聞に

先に出てしまったという部分は、まぁ事実でございます。ただ内容的に、まだ案の段階で

すという部分はあったわけでございまして、まだまだ詳細につきましては、まだまだいろ

いろな事例があるという分の中で、今後まだまだ検討していかなくていけませんよとは言

いながら、もう余り日にちが無いということで、今現在一生懸命詰めをしておるというと

ころではございます。確かに言われるとおり、もっと早い時期でのという部分はあったろ

うと思います。そういう部分の中で、例えばもう昨年の段階からというような形が取れて

おればよかったのでございますが、こうした事例といいましょうか、いろんなこの町づく

りに関して、何か施策はないだろうかということで、いろいろなものを模索する中で、今

日に至ったというところでございます。大変申し訳ございませんでした。以上です。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

１２番。 

●西嶋議員 

 前にも、その急に出て来たことが、あった事例があります。ほんに、にわかに思いつい

たということはないとは思いますが、やっぱもう少し早くですね、まぁ思いつきが遅かっ

たと言われりゃ、それまでかもしれませんが、それなりにその全協なり開いてもらうチャ

ンスはあったと思うんで、そのぐらいなところでご相談をしてほしかったなと。このこと

は以前にも大分言っておることですが、どうも先に新聞の方が、どうも出るようなことが
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度々あります。いつもいつもこりゃ何回も今まで議会であったわけですが、まぁもう少し

早く相談をされて、スタートうまくきっていけたらなというふうに思います。ところで町

長いかがでございましょうか。その今後。 

●佐竹議長 

 番外、町長。 

●景山町長 

 ただ今西嶋議員の質問でございますけれども、全く仰せのとおりでございまして、昨日

の夕方でございますけれども、このことが新聞にもう出るという段階の時に私どもも耳に

したとこでございます。もう少し待っていただくようにということで新聞社等へも連絡を

とりましたけれども、少し時期が、時間的にですね、遅かったということで、新聞社の方

もそれなりのスペースを準備して、その段階に入っておるというようなことで、これがで

きなかったわけでございますけれども、まぁ実を申し上げますと、もっと早くですね、皆

様方にこのことを提示してですね、するべきものであったわけでございますけれども、少

し早く、まぁ新聞社が聞きつけてやったというようなこともございます。今これまでにも

ですね、こうした例がおっしゃるとおりにですね、二三私も経験をしておりますけれども、

このことについては、余程まぁ慎重にと思っておりましたけれども、案外こうしたことで

早く新聞社の方へ知れて、新聞社も何かこの記事を探しておるわけでありまして、この制

度そのものについて非常に、まぁ良い事だというようなことも話しておったようでござい

ますけれども、既にもう新聞になって、今朝皆様方からそういうご指摘を受けるというよ

うに思っておったとこでございますけれども、新聞に出たことにつきましては、もう取り

消しができませんけれども、これからですね、まぁこういったことのないように十分注意

していきたいと思っておるところでございます。またこの点につきまして、また皆様方と

このポイント制についてゆっくりですね、ご説明していきたいと思っておりますのでどう

か御容赦をいただきたいと、このように思っております。よろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 ５番。 

●岩根議員 

 ７８ページのですね、観光費の関係ですけれども、その他委託の関係でちょっと私が聞

いたのがどうかなと思ってますけども、これは観光船の云々と聞いたんですがどうでしょ

うか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 その他委託１１０万４千円でございますか。はい、これは県の方の今自然歩道がござい

ますが、この自然歩道の管理ということで７８万８０００円。それから観光船、今お話ご

ざいました観光船の部分で２４万。それからこれは神楽の出張上演ということで７万５０
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００円を計上したものでございます。 

●佐竹議長 

 ５番。 

●岩根議員 

 今観光船の関係は、今現実にどうなってるんです。動いてます。動いてたら利用度がど

れだけ年間あるか、ちょっと教えていただけますか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 現在動いてるかというと動いておりません。というのが事実でございまして、実は昨年

の夏、船が沈んでしまいまして、というのは大水の時に留めておったものが、錨の関係で

そのままひっぱられて、浸水をしたという状況がございました。そうした部分の中で、ま

ぁ保険で直せる範囲のところは直しております。それとこの２４万円につきましては、一

応船の分につきましては、通常の船とは大きさが違うという定員も２０人以上ということ

で、通常の免許では乗れないということで、ただまぁ講習を受ければまたそうした免許も

いただけるという部分があるわけでして、事実この船を動かしておる方が現在おられませ

ん。で今大和荘の方へお願いをして、その船頭さんといいましょうか、そういった方を今

探していただいておるという状況でございます。 

●佐竹議長 

 ５番。 

●岩根議員 

 探していただくということですけれども、これは可なり前からちょっと船を操作する人

がいないというのも事実聞いておりました。で毎年２４万、月２万ですね。はたしてこれ

ずっとやっていってその間に船は老朽化してしまうという段階になるんじゃないかなと、

なんか早急にですね、対応していただかなければ金が無駄になる。税金が無駄になるとい

うことでありますので、早急に動く方向、そして観光で役立てるようにですね、是非とも

今年度はやっていただきたいと言うように思いますんで、一つよろしくお願いします。 

●佐竹議長 

 番外、町長。 

●景山町長 

 今、岩根議員さんの質問でございますけれども、観光船のことでこれまでですね、町と

いたしましても何とかこれを復活したいということでですね、検討して参ったとこでござ

いますけれども、今課長が説明をいたしましたように、この資格者が今のところ見つから

ないために、まぁ運行が出来ないと言うことでございますけれど、先ほどのようにですね、

今資格を取っていただく方を探しておるという段階でございますけれども、なかなかこれ

がすぐということにもならない状況が続いておるわけであります。で非常にこの観光船は
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ですね、この近辺でも無いものでございまして、美郷町とすればですね、何とか復活をし

て、まぁ以前行われておったような火振漁とか、船の上で鮎を食べるとかいうようなです

ね、ものを再現したいという気持ちは十分持っておりますけれども、今悲しいかな、その

資格者が無いということでございますけれども、今おっしゃるようにですね、いつまでそ

れじゃ、この状態を続けるのかということになりますと、まだこれも目途が立っておらな

いところでございますので、また町としてもですね、この取り扱いについて検討してまい

りたいと、このように思っておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと、この

ように思っております。よろしくお願いします。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 

 先ほどの簱根議員さん聞いた４１ページの中で家屋購入費６０万ということでお伺いし

たんですけど、この６０万というのは今のペレットの機械を入れてる倉庫なのかどうか。

あそこ全体の建物を買い付けるのか。それを買わなきゃいけないのか。その例えば購入し

た場合に、そのプレハブだろうと思うんですけど、その土地は移川さんの土地なのか。だ

れの土地なのか。その辺とそれから、その買い上げた時には町の財産になっていくんじゃ

ないかと思うんですけど、そこら辺はどうなんですか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 このペレットの方、工場でございますがこの家屋購入費といいますのはあくまでペレッ

ト機械の部分と、それから上屋、建物の部分。新しく建てた上屋の部分だけでございます。

その他は現状のままということでございます。それと今現在はどうもまだ国調が終わって

ないということで、登記はなされて無いようですが、現在隣の田辺さん。田辺司さんとこ

の長男さんが現在そこを購入されておるというところまでが、今わかっておる状況でござ

います。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 

 そうすると、まぁ再々うちの近くなんで、あまり聞くのはなんかと思うんですけど、こ

れを実際的にその機械がありますね、機械は移川さんの機械ですよね。そうすると、そこ

までなぜそれを、家屋まで買わなきゃいけんのかというのが１つ疑問にあるんですけど。

これを、それから移川さん再利用するのか使うのか。それともよそへ売却するのか。本体

そのものは移川さんですけど、そこらの兼ね合いはどうなんですか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 
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●花田企画課長 

 これはあくまで町がそのペレットとその上屋の部分ですね、新しく建った部分、その部

分を買い戻しをさしていただいて、そこで出来ればそこの場所でペレットが作れればとい

う考えで今思ってるところでございます。大きな木をどうも入れますと、まぁその後いろ

いろとお話を聞く分の中で、チップでは少し無理がいくだろうということもお聞きしまし

た。ですから、あくまでもおがくずそのものでペレットを動かして行けば出来るんではな

かろうかと言うところまで、今お話を詰めさせていただいておると言うところでございま

す。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 

 本当に可能なんですか。ただ言葉で遊んでいてもあれですけど、本当にやる気はあるん

ですか。その移川さんなのか、その何だっけ、石見ペレタか、ですか、今。本当にやる気

有って、こういうことを購入費とかなんか、載せてきてるんですか。そこらがはっきりせ

んといけんじゃないですかね。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 これはもう移川さんがやられるという部分ではございません。はい、町の方で買い上げ

をして、町の方で例えば冬場のカヌーのところの端境期、そうした部分を利用しながらペ

レットを作って行くという考えでございます。 

●佐竹議長 

 １番。 

●原議員 

 今の質問に関連ですが、再度確認します。この問題につきましては、私も先般一般質問

させていただきましたが、要するにここで購入されるということは、ある程度町の責任と

して、この事業の失敗したことに対してですね、そういった意味も含めて、町が今後また

それを継続してくために一応買い入れてですね、それをまた今後どのようにやっていくか

ということを考えられるということでよろしいですか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 はい。まぁ１２月の時の質問にもありました。確かに、まぁいろいろな経緯もあったと

ころでございます。があくまでなんとかペレットを動ける状態にして、そこで稼働ができ

ればという気持ちは今も同じでございまして、その責任という分のところは、何とも申し

上げられないんですが、そういう部分も含めてなるのかもしれませんが、気持ちといたし
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ましては、今のもののペレットを何とか稼働しようという気持ちには、かわらないところ

でございます。 

●佐竹議長 

 １２番。 

●西嶋議員 

 またしつこうに聞くことはないんですが、ちょっと確認しときますが、それは土地は田

辺さんの土地ということで、それは買わずに借りるんですか。それでどうなんですか。採

算がとれていくんですか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 はい。確かに土地は田辺さんの名義になると思われますが、実はその土地の売買につき

ましては商工会の方で、どうも中に入っておられるということでございまして、実はうち

の状況もこれまでの状況が、ここにペレットを作っておったという分の中で、できうれば

ここでの再開ができれば経費的なものは可なり安く上がると。これを他へ移動すればそれ

だけのものは、可なり金額が掛かるという部分のところもお話をさしていただく中で、で

きれば、そこのとこに、まず機械がありますよと、こういった物件がありますよというこ

とで、商工会の方にお願いをし、その条件の中で田辺さんとの売買契約になるであろうか

というふうに思っております。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

３番。 

●栗原議員 

 ４５ページの自治振興費のところでお聞きをいたします。これちょっと金額の大きいと

ころで、まずその他の委託費。また各種団体の運営補助金。また交付金につきましてちょ

っと内訳をお願いします。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 その他委託の３９６万でございますが、これは町内の１０５単位自治会でございますが、

この自治会に対する事務連絡嘱託等の委託費でございます。それからですね、続きまして

各種団体運営補助金の４６４万でございますが、これは１０４自治会プラス１３連合自治

会等へ対する自治会運営助成金、プラス体育協会。これは体育協会から昨年連合自治会へ

どういいますか、回させてもらった額でございます。その分の助成併せて４６４万でござ

います。それから交付金でございます。交付金につきましては、地域力アップ交付金。こ
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れは１３連合自治会プラス自治協議会１５万かける１３団体。それから１５万円掛ける１

協議会ということで３３２万でございます。それからですね、地域力アップ交付金のこれ

新設分でございますが、自治協議会へ連合自治会長交通費分としまして５万円掛ける１３

連合自治会分の６５万でございます。以上でございます。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 その交付金のところでございますが、その中に大きなものでございますが、過疎地域活

性化交付金というのが入っております。これは３００万の３件分。比之宮、沢谷、別府で

ございます。それから６００万掛ける１地区が都賀長藤の自治会協議会ということで動い

ております。 

●佐竹議長 

 ３番。 

●栗原議員 

 今説明がありましたが、連合自治会長への交通費ということで、何か５万円。この度ど

うも手当てがされてるようですが、これは以前も連合自治会長の会議で、なかなか連合自

治会の会長の活動について、なかなかあのどういうんですか、まぁ当然役員手当もありま

せんし、なかなかその部分が難しいということがあります。また同じ連合自治会の中には

集落支援員ということがあって、これにつきましては、これはもう月に５万円ですか、こ

ういう手当てはされておるわけで、なかなかそういうところで自治会の中で活動が難しい

なということがありましたが、今聞きますと今のように各連合自治会長に対して、交通費

等ということでございますが、５万円ということがどうも今回予算を付けられておるとい

うことございますので、これにつきましては、本当に良い事業ではなかったと言うふうに

思います。ありがとうございます。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●牧田総務課長 

 先ほどちょっと言葉が足りませんでしたが、名目として交通費分ということでございま

すが、まぁこれ報酬にいたしますと、税金等いろいろと問題が出てきますので交通費分と

いうことで５万円ということで計上させていただいております。よろしくお願いいたしま

す。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

１番。 

●原議員 
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 先ほどのペレットの関係についてはですね、今後どういうふうな形になるか見させてい

ただきたいというふうに思います。ただ１つだけですね、このペレット事業だめになった、

一つの理由としてですね、メーカーの島根電工、販売元で入っておりますけども、ここの

責任はですね、やっぱりあろうかと思います。このことについては町の方も担当者も入っ

たりですね、課長さんも居られたかと思いますけども、当時の担当課も入ってですね、そ

の辺の責任の所在というものははっきりされた書面で残っているということもありますの

で、そこの辺を含めてですね、今後の対応をよろしくお願いをいたします。それから、先

般２月、先月ですね。みさとカレッジ起業家育成フォーラムというものを広島で開催され

たということで、ご案内をいただきましたが、なかなか出席することができませんで、大

変申し訳なかったんですけれども、こりゃ先般の補正でですね、その他委託料で増えた分

の関係でこういった事業をされたというふうに思いますけれども、今回新年度予算に載っ

ておりますこの１９００万。この中にですね、こういった事業の継続も勿論入って計画さ

れていると。委託料がですね、出されているというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 この１９００万の中には現在フォーラムという部分の内容につきましては入っておらな

いという部分でございまして、ただカレッジの確立事業という分の中で専科、或いは普及

科、そうしたコンテストの実施。そういったものも、その中でやってしまおうと。という

考えでおるという部分でございます。 

●佐竹議長 

 １番。 

●原議員 

 こういったフォーラムをそれじゃ何で１２月の時にですね、補正をして増額をしてです

ね、単年度でやって、まぁ１回この広島と東京で開催されてですね、この成果がどうだっ

たんだろうかなという疑問があります。それと併せてですね、先ほど言われていた専科コ

ンテストの実施に向けての委託ということになっておりますが、実際この昨年もコンテス

ト無かったわけでございますが、そういった場合にですね、この委託料の性質上、まぁ１

０００万なら１０００万分を払ってしまうという形なんですが、その辺のこのコンサルの

ですね、そこにまでコンテストまで行かなかった、その辺の経緯の責任といいますか、そ

う言ったものは、どういうふうな形でお考えなんでしょうか。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 はい。ご指摘のとおりでございまして、確かにまぁ去年の結果を踏まえ、１２月の段階

ではあったわけですが、それまでのとこで、まぁ応募がなかったわけではなしに、有るの
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は有ったわけですが、次の二次審査、その先へ進まなかったという部分、これも大きな反

省点でございまして、やはりこのところで、このみさとカレッジという部分のＰＲ部分が

欠けておるんではなかろうかと、という分の中で、実際実施できたのは今年度、今お話に

ございました広島、それから松江、今度東京という分の中で、やはりその中に大学の先生

方も入っていただいて、その大学でのコマーシャルをしていこうという部分での広がりの

部分については大きなものが有るのではないかなというふうに思っております。それから、

確かに出来なかったという分の中で、まぁ委託料の減額というような部分も生じてくる部

分もあろうかとは思いますが、フォーラムの分につきましては、去年の段階で別途補正を

させていただいたという分で有ったろうと言うふうに思っております。答えにはならなか

ったかもしれませんが。 

●佐竹議長 

 他に質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２２号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２３号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２３号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２４号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２４号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２５号に対する質疑に入ります。 

質疑されます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 １番。 

●原議員 

 ４ページの事項別明細書のところですが、単純な質問で大変申し訳ないんですが、消費

税の増額によって収入がですね、増えるということで、というふうに理解をしとったんで

すが、この１番の下水道事業の収益のところでですね、前年度に比べると今年度が少なく
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なってるというような状況がありますけれども、ここはどういったようなことなんでしょ

うか。 

●佐竹議長 

 番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

 おっしゃるとおりですが、基本的には消費税が上がりますので消費税分は予算上、挙げ

ておくべきではないのかなということで、担当の者と協議をいたしました。ですが大体こ

の５０００万ぐらいですので３％増の１５０万ぐらいの。まぁ単純に計算すれば、なるわ

けなんですけれども、あの下水道というのはなかなか今合併浄化槽増えてはおりますけれ

ども、伸び率が余りですか急激な伸びというか、伸びていくような方向ではないので消費

税をあえて１５０万プラスにしてですね、予算措置して下水道会計やってる分、上水も同

じなんですが、余り収入を大きく考えると、後々繰入金を追加でお願いせにゃいけんとか

という事態も出てきますので、まぁちょっとあの当初予算の出し方として多少ちょっと問

題はありますけれども、少な目に換算をさしていただいとると、で一応下水道料金につき

ましては前年度実績を見て。それから例えば９８％ぐらい相当分を入れる。それに消費税

があったとしても１５０万、恐らくその９８％が最終的に９７％になるのか、９９％にな

るのか。まぁその辺で１５０万相当の分はすぐに増減が出てしまいますので、あくまでも

消費税上がるのは決まってはおりますけれども、予算上計上するのはあくまでも前年度実

績に掛け率をどう掛けるかだけですので、今問題は９８％やって計算をしておるというこ

とでございます。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２５号の質疑終わります。 

続きまして議案第２６号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２６号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２７号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 
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無いようですので、議案第２７号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２８号に対する質疑に入ります。 

質疑されます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２８号の質疑を終わります。 

続きまして議案第２９号に対する質疑に入ります。 

質疑をされます方は、ページ数を言ってからお願いします。 

質疑はございませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第２９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第３０号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 ６番。 

●山本議員 

 １点だけちょっと疑問に思いましたので、疑問というかちょっと判りませんのでお願い

します。医療確保という項目の中で、子どもの医療費助成制度が過疎計画の中ですね。ペ

ージ数はこれ８ページになるんですが。なんといいますか、あれの方でしょう。下の計画

の方の３０の２の方です。下にあるんですが、これはあの制度がどういうことになるんで

すか。悪くなるのか、良くなるのかが、よく判りませんが、計画としてどういうことなん

でしょうか。ちょっと具体的に教えていただきたいと思います。 

●佐竹議長 

 番外、保健衛生課長。 

●窪田保健衛生課長 

 実は私もこれを見ましてですね、あの帰ってちょっと、どういったことなのかというの

を、ちょっと調べました。実はもう既にこれ２２年からの計画でございまして、この制度

については２３年からということになってます。２３年に未就学児童までだったものを中

学生までということで全額補助ということであったんですが、この計画に載せる段階でで

すね。ちょっとした錯誤があったようでございまして、この規定というのは実際に町の条

例を見ますと、中学卒業してから２０歳までのですね、小児慢性疾患の研究事業というの

が県でございます。これが実は一部負担金が付いております。でこの記載がですね、どう

も紛れてですね、ここに載ってしまったものだというふうに思われます。で現在はどうも

慢性疾患の研究事業に該当するものは除外するというふうになっておりますが、またそれ
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以外にこういった疾病の場合で町長が認めれば、また認定できるよという記載ございまし

て、それ見ますと、その小児慢性疾患については、全て載っているということになります

ので、中学卒業した者については、まずは小児慢性疾患の方で見ていただいて、仮に個人

負担が出た場合には、また子供医療費で見るという形をとると、最終的には中学生までは

完全無料。それ以降のもので町長が認めた場合については個人負担が出たものについては、

また町で見るというような条例内容になっております。ですから修正といいますか、現状

に合わせたというところになっておりますのでご了承ください。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 これはページ数は無いんですが、別紙のページでいえば１ページになるんでしょうかね。

山くじらブランド振興事業、先ほど話にでておりましたけど、売るばっかりの事業じゃな

くて、先ほどおっしゃられたような施設等々の、この事業の中で取り組んでは行けないの

でしょうかということと。その下、下段の町道二タ合線の改良事業でございますけど、こ

の事業範囲、事業内容を。もう１点林道魚切飯谷線の舗装事業の事業内容をお聞かせ願い

ます。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 議員ご指摘のとおり、山くじらブランド振興事業というものを新しく過疎計画の中に入

れさせていただきました。先ほどのいろいろなご質問をいただく中で、私もちょっとこれ

を使えないかなという思いはありました。でただハード部分とソフト部分というのがあり

ますので、ハード部分のものをこの事業で認められるかどうかというのは、ちょっと即答

できませんので、まぁそういうことも含めながら今後検討していきたいというふうに思っ

ております。以上です。 

●佐竹議長 

 番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

 二タ合線につきましては、延長は８００メーターで幅員が５メーター。場所はご存じだ

と思います。あの３７５号から終点。今空き家になってますけども、あそこまでの間いう

ことで、幅員５メーターで現道、一応現道基本ということで改良いたします。それから魚

切飯谷線ですけれども、林道がですね、今町道飯谷線改良工事やっております。あの終点

といいますか、上に林道が魚切の方に向かってある路線ですが、こりゃ魚切まで行きませ

んで、途中で今本郷の方に迂回をしていただいております。飯谷線が改良して通行規制を

してやっておりますんで、通行止めの間は林道の飯谷線を地域の方、特に上の集落の方は

下に出られませんので、上を通られます。非常にあの道が、私も建設課に替わって何べん
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も行ったんですが、特にそのこういう雨が降る、雪が降る時期に道路がすぐ掘れてですね、

毎年毎年補修材いれとるんですが、一向に効果が無いもんでして、業者にも負担ばかりさ

せるようなもので、何とか舗装ができんかということで、昨年からずっと県の方にお願い

をして、いい方法はないかということを探りましたら、たまたま舗装事業が何とかのっけ

られるということで。延長は１６１８メーター、幅員は現道のままで３メーターというこ

とで舗装をやるということで計画しております。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 飯谷線の舗装でございますけど、これは飯谷が現在通行止めになっとる上側から、飯谷

から大原迫線、本郷から上がった大原迫の終点までということで。それから大原迫からよ

うするに長藤、魚切の方へは、まぁあれは無いですね。はい、了解しました。 

●佐竹議長 

 ９番。 

●黒川議員 

 今のページですけど、大豆の生産振興事業っていうことで見てると、町長のこの所信表

明の中にあります大豆を６次産業化して、図るということでありますけど、この中に栽培

と機械の導入、加工場の建設を行うってこと。これ具体的にある程度決まってるんですか、

どうなんですか。場所とかその辺り。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 大豆振興事業の取り組みですが、まず美郷町で大豆振興が可能かどうかということを栽

培面、技術面のところから、２６年度検証して参りたいと思います。その中で大豆を振興

するに当たっては、個人ではなかなか出来ないと言うことがありますので、将来的に機械

導入の必要が出てくるのではなかろうかなというふうに思いまして、２６年度に直ちに機

械を導入するというものではございません。 

●佐竹議長 

 ４番。 

●藤原議員 

 過疎地域自立促進計画ということで平成２２年から２７年度のことについての変更とい

うことである訳でありますけど、定住ポイント事業ですね。これが、まぁ新聞報道により

ますと４月１日から５年に亘ってやるんだということで、これについては附属資料の中で

２６年、２７年とちゃんと謳い込んであるんですけど、商品券ですね、商品券については

平成２６年度のみとしか記載が無いんですけど、これは単年度で終わらすということでご

ざいますか。 
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●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 今のところ２６年度としておりますけども、やはり地域の商業環境の状況、消費者の行

動、そういうことをこれで一応、今年確認をしたいと思います。まぁ必要であればですね、

次年度以降も引き続いて行けるかなというふうには思っております。いずれにしましても、

今年の状況を見させていただこうかなと言うふうに思っております。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 すいません。６ページでございますけど、観光サポーター助成事業として、観光サポー

ター事業に町出身者役員を通じて、県外から美郷町に宿泊する者に対し、その費用の一部

を助成すると。役員を通してということはどういうことかということと。一部助成という

ことはどのような助成をされるのかということをお願いします。もう１点、８ページです

が、上段の方で薬草薬樹の郷づくり事業として３名の雇用ということですが、薬草薬樹事

業。まぁこれまでも薬草薬樹として取り組んでおられたわけでございますけど、その事業

を拡大されるのか、まぁ３名の雇用ということはありますけど、もうその約３名の雇用さ

れる方はもう決まっておるんかということと。これは事業になるのか。どこが主体でやら

れるのかということをお願いします。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 最初の観光サポーターの助成事業でございます。これは昨年の出身者会のサミットの時

にご提言をいただいたものでございまして、何とか形にならないかなということで、今回

こうした観光サポーター助成事業ということで、提案をさせていただければという分のと

ころでございますが、中身につきまして具体的なものにつきましては、今現在、出身者会

の方の役職の方がおられます。東京それから大阪、広島ということで約１５名の方が役職

の方がおられます。その方へ具体的には一人１００枚ずつの名刺でございますが、その名

刺を作りまして、その名刺を持参された方に対して、宿泊をされたりした場合には、一応

２０００円の助成が有りますよという部分でございます。これもあくまで町内の宿泊施設

という分の中でご利用いただければというふうに思っておる分でございます。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 薬草薬樹の郷づくりの関係でございます。この３名の雇用ということですが、一応２名

については、もう３月３１日で期限が切れましてですね。再度募集するということで思っ
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ております。それから今まで２年ぐらい一生懸命やってきたんですけども、やはりもう少

し地域に広げる活動が、まだまだ足りないなというふうに思っております。何にしても面

積を拡大して行って、それからそれを活用した加工品の開発を成功させていきたいという

ふうなところで思っておりまして、雇用いただいてですね。もう１年やっていきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 この薬草薬樹でございますけど、周り私らちょっと見ている中においては、母体がもう

現在でははっきりしていないというような状況の中で、これが新たにこうして事業として、

郷づくりとして、今までなかった、今までも取り組んでおられたことに、今度変更後の事

業内容として今までは、左の欄にはないものが、新たに計画をされたように載っておりま

すけど、今お聞きすると、もう２名はこの３月で切れると、３名切れて、２名、まぁもう

既に居られんのじゃないかと思いますけど、何かしりつぼみになって、母体がはっきりし

ないような事業で、これが果たして今後成り立っていくのかというところが懸念されるよ

うな気がしますけど、その辺のところはどう言うふうに考えておられますか。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 この事業は、こうやって過疎で挙げさせていただいたわけですけども、これまでは他の

国の事業とかですね、緊急雇用事業とか、そういう事業を活用しまして、この薬草の関係

のものをやっておりました。いよいよその事業も切れておりますので、今回新たに過疎で

含ませてもらえないかということで、載せてきたところでございます。２６年度からは、

これを事業は産業振興課の方で引き継いでやっていきたいと思います。でおっしゃります

ように推進母体等が何処なのかということです。まぁ今は２６年は産業振興課で引き続き

やっていきますけども、そのこの業務の中ではどういうふうな新たなこの薬草薬樹の郷を

推進していける母体が出来るかということも２６年度中にはやっていかなくちゃいけない

と思っておりますので、まぁ新たな法人を作るなり、そういうような方法も考えていかな

くてはならないんではないかなと思っております。 

●佐竹議長 

 １０番。 

●簱根議員 

 そうした、まぁ作る、作るゆうて話しでも、その事業者なり法人なり、そういうものを

確かに、こういうものをやってくんだというとこから始まって、この事業は成り立ってい

くんじゃないかと思う気がするんですよ。だから、そういうところを先にしないで、この

薬草薬樹をやるやると言って、今までやっとって全然良い方向に向かってなかったものを
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ね、今後やるとしても、やっぱりその最初はその事業主、その法人なり等々の確立を先に

考えられて計画をしていかんと、もう本当に計画倒れになってしまうんじゃないかなと言

うような気がしますので、この辺は改めてもう一度検討された方がいいんじゃないかと思

いますのでよろしくお願いします。 

●佐竹議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 今年度そのようなことを踏まえながら、取り組んで参りたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

●佐竹議長 

他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

 １番。 

●原議員 

 ＪＲのですね、三江線の駅舎の利用ということで計画に載せられております。これでい

きますと６ページですね。これは２６年度あたり何か。予算にはちょっと見当たらなかっ

たような気がするんですけれども、予定が有るのかということですね。どういったことを

想定されていて、またそれがＪＲとの協議関係はどのようになってるのかということをお

聞かせ下さい。 

●佐竹議長 

 番外、企画課長。 

●花田企画課長 

 三江線の駅舎活性化事業でございますが、現在５０万を計上いたしております。一番下

の１７４８万４０００円の中に、５０万が入っておるという部分でございます。その中で、

今予定をしておりますのは、今年度から美郷町の沿線、丁度駅の数でいきますと、丁度１

０駅有るという部分でございまして、その沿線の方でその駅舎の美化、或いはその中での、

まぁそれをということではありませんが、その周辺を使ったイベント等、そうした模様等

について利用促進していただけるような駅舎づくりといいましょうか、そういう部分をや

っていただいて、７月以降からまた三江線も復帰いたしますので、その後に併せて利用促

進の一つの起爆剤になるんではなかろうかということで、１０駅の数で行きますと１０で、

まぁ１団体当り５万円程度の助成をして、何かアクションを起こしていただけないかとい

う内容のものでございます。 

●佐竹議長 

 １番。 

●原議員 

 有難うございました。その駅舎を実際に利用してですね、カフェをやるとか、そういっ
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た改装して、そういったことじゃなくて言う事ですね。解りました。有難うございました。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第３０号の質疑を終わります。 

ここで午後１時まで休憩いたします。 

（休 憩   午前 １１時 ５５分） 

（再 開   午後  １時 ００分） 

●佐竹議長 

 会議を再開いたします。 

続きまして議案第３１号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

 無いようですので、議案第３１号の質疑を終わります。 

続きまして議案第３２号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、議案第３２号の質疑を終わります。 

続きまして諮問第１号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

●佐竹議長 

 ５番。 

●岩根議員 

 これのですね、任期は３年というんですけども、何時から何時までを、これ両方とも提

案理由が辞任したのは、これは１１月３１日、次の分は６月３０日の任期満了という形に

なるんですけれども、この任期は何時から何時までの事をゆうんでしょうか。 

●佐竹議長 

 番外、住民福祉課長。 

●渡邊住民福祉課長 

 人権擁護委員の担当を住民福祉課の方でしておりますのでお答えさせていただきます。

この議会議決書をもって法務局の方へ推薦状を出します。それで法務大臣の方に、また法

務局から出されるわけですけども、それらの期間をもちまして、今のところ７月１日から

の任期ということで３年間ということでございます。前任者林さんについては既に１１月

末で辞任しておられますけども、その間空白があったと。諮問２号も兼ねての答弁なりま
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すけども、福嶋さんについては６月末までの任期でございますので、引き続き継続して交

替になられるということでございます。 

●佐竹議長 

 他に質疑はございませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、諮問第１号の質疑を終わります。 

続きまして諮問第２号に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

無いようですので、諮問第２号の質疑を終わります。 

●佐竹議長 

以上で議案第２号から諮問第２号までの質疑はすべて終了いたしました。 

日程第３、議案の討論、表決を議題といたします。 

始めに議案第３０号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

賛成討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

討論が無いようですので、討論を終わります。これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３０号、美郷町過疎地域自立促進計画の一部変更について、原案のとおり決する

ことに賛成の議員の挙手を求めます。 

 （挙手全員） 

●佐竹議長 

挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第３１号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

賛成討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

討論が無いようですので、討論を終わります。これより採決に入ります。 

お諮りします。 
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議案第３１号、辺地に係る総合整備計画の策定について、原案のとおり決することに賛

成の議員の挙手を求めます。 

 （挙手全員） 

●佐竹議長 

挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第３２号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

賛成討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

討論が無いようですので、討論を終わります。これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３２号、邑智郡総合事務組合規約の一部変更について、原案のとおり決すること

に賛成の議員の挙手を求めます。 

 （挙手全員） 

●佐竹議長 

挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして、諮問第１号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

賛成討論はありませんか。 

 （なしの声） 

●佐竹議長 

討論が無いようですので、討論を終わります。これより採決に入ります。 

お諮りします。 

諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、芦矢修司氏

を推薦することに賛成の議員の挙手を求めます。 

 （挙手全員） 

●佐竹議長 

挙手全員でございます。よって、人権擁護委員に芦屋修司氏を推薦することに決しまし

た。 

続きまして諮問第２号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

  （なしの声） 

●佐竹議長 

賛成討論はありませんか。 
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 （なしの声） 

●佐竹議長 

討論が無いようですので、討論を終わります。これより採決に入ります。 

お諮りします。 

諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦つき意見を求めることについて、谷口安夫氏を

推薦することに賛成の議員の挙手を求めます。 

 （挙手全員） 

●佐竹議長 

挙手全員であります。よって、人権擁護委員に谷口安夫氏を推薦することに決しました。

日程第４、議案付託を議題といたします。 

お諮りします。 

予めお手元に配布しております議案付託表のとおり、各常任委員会へ付託したいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

●佐竹議長 

ご議なしと認め、付託表のとおり各常任会へ付託いたします。審議をよろしくお願いい

たします。 

●佐竹議長 

以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は１０日の月曜日、定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

（散 会  午後  １時  ７分）  

 

  


